
 

 

工作物の配慮事項 

（「所沢市ひと・まち・みどりの景観計画」より抜粋） 

 
 

■配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

■色彩基準 

   色彩基準は各景観ゾーンの基準が適用されます。該当する景観ゾーンに応じて、『建築物の 

建築等の景観形成基準』からご確認ください。 

※とことこ景観資源 

所沢らしい良好な景観の形成に資する建築物、工作物、樹木、眺望や市民活動等に 

ついて、市長が指定したもの 
 

■景観づくりのイメージ 
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